
 

にし阿波観光体験割引キャンペーン業務 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 趣旨 

  にし阿波地域(徳島県西部圏域に位置する美馬市､三好市､つるぎ町､東みよ

し町の２市２町のこと｡以下｢にし阿波｣とする｡)における旅行閑散期対策と

して、利用料金を一定金額割引するキャンペーン(以下｢にし阿波観光体験割

引キャンペーン｣という｡)を展開し､集客及び観光消費額の増大を図るととも

に､新たな体験プログラムの造成により持続可能な観光地域づくりを促進す

るため､本募集要項により広く本業務実施に係る企画提案を募集し､委託候補

者を選定するものです｡ 

 

２ 事業の内容 

(１)委託業務名 

にし阿波観光体験割引キャンペーン業務 

(２)発注者 

徳島県 

(３)業務内容 

別添｢にし阿波観光体験割引キャンペーン業務仕様書｣のとおり｡ 

(４)委託契約期間 

契約締結の日から令和 9年 3月 24 日(水)まで 

(５)見積限度額 

3,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む｡) 

 

３ 委託契約の方法 

(１)契約方法 

公募型プロポーザル方式により随意契約とする｡ 

(２)契約相手方の選定 

公募により企画提案を募集し､その内容を審査して最優秀提案者を選定し､ 

委託候補者とする｡ 

 

４ 連絡先 

徳島県観光スポーツ文化部観光政策課<三好駐在>にし阿波観光振興担当 

〒778-0002 徳島県三好市池田町マチ 2415 

電話番号 0883-76-0366 

   ファクシミリ 0883-76-0450 

   電子メール kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp 

 



 

５ 応募者の参加資格 

次の要件を満たす日本国内の法人又は法人以外の団体であって､委託業務

を的確に遂行するに足りる能力を有する者であることを条件とする｡ 

(１)法人等及びその代表者が､次の事項に該当しない者 

  ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当

する者 

  イ 地方自治法第 244 条の 2 第 1 項の規定により徳島県又は他の地方公共

団体からの指定の取消しを受け又は当該処分の日から起算して 2 年を経

過しない者 

  ウ 徳島県建設業者氏名停止措置要綱(平成 14年 4月 18日建設第 73号)及

び徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置

の対象となっている者 

  エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法

律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう｡以下同じ｡) 

  オ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む｡)若しくは

暴力団又はその構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下｢暴

力団の構成員等｣という｡)の統制下にある団体 

  カ 会社更生法(昭和 14 年法律第 154 条)に基づく更生手続開始の申立て､

民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立て又は

破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされ

た者｡ただし､会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても､更生計画

の認可が決定､又は再生計画の認可の決定が確定している者については､

当該申立がなされていない者とみなす｡ 

  キ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54

号)第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号に違反するとして､公正取引委員会又

は関係機関に認定された日から 2 年を経過しない者 

  ク 徳島県の県税(法人事業税・法人県民税等)､法人税､地方法人特別税､消

費税及び地方消費税並びに延滞金等を滞納している者 

ケ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者 

コ 役員(法人の監査役及び監事を含む｡)のうちに､次のいずれかに該当する 

者がいる団体 

ａ 成年被後見人又は被保佐人 

ｂ 破産者で復権を得ない者 

   ｃ 禁錮以上の刑に処せられ､その刑の執行を終わり､又はその刑の執行を 

受けることがなくなった日から 2年を経過しない者 

ｄ 暴力団の構成員等 

  サ 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体､公序良俗に

反する等適当でないと認められる者 



 

６ 企画提案の参加・応募方法 

  本業務の委託候補者の選定に参加を希望する者は､次のとおり必要書類を

提出すること｡ 

(１)参加申込書の提出 

参加申込書(様式第 1 号) 1 部 

提出期限：令和 8 年 6月 29 日(月)正午まで(必着) 

(２)企画提案書及び見積書等の提出 

   次の書類等を作成し､提出すること｡また､電子データ(PDF)を｢４ 連絡

先｣にメールで送付すること｡ 

書類 正本 副本 

ア 企画提案書(様式第 2号) 1部 5部 

イ 提案団体の概要(様式第 3号) 1部 5部 

ウ 事業計画書(様式第 4号) 1部 5部 

エ 見積書(業務収支計画書)(様式第 5 号) 1部 5部 

オ 実施スケジュール(様式第 6 号) 1部 5部 

提出期限：令和 8 年 7月 3日(金)正午まで(必着) 

(３)提出方法 

  持参(土日祝日を除く)又は郵送(特定記録で期限内必着)によること｡ 

 

７ 応募に際しての留意事項 

(１)次のいずれかに該当する場合は､失格または無効とする｡ 

ア 参加資格､提出方法､提出先又は提出期限に適合しない場合 

イ 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

エ 本要項及び仕様に適合しない場合 

オ 応募者による業務履行が困難であると判断された場合 

カ その他不正な行為等があったと発注者が認めた場合 

(２)その他 

ア 企画提案書の作成､提出等応募に要する一切の費用は､応募者の負担とする｡ 

 イ 提出された企画提案書の差し替え及び再提出は､原則認めない｡ただし､

書類の不足及び不備の補完､内容不明点の確認のほか､必要に応じ､追加資

料の提出を求める場合がある｡ 

ウ 提出された企画提案書は､原則返却しない｡ 

 エ 原則として､本業務の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせて

はならない｡ただし､業務を効率的に行う上で必要と認められる場合､事前

に発注者の承諾を得た上で､業務の一部を委託することができる｡ 



 

 オ 提案が選定された者は､企画競争の実施の結果､最適な者として選定した者で 

あるが､契約手続きを完了するまでは発注者との契約関係を生じるものではない｡ 

カ 書類等の作成に用いる用語､通過及び単位は､日本語､日本円､日本の計量

法(平成 4年法律第 51 号)に定める単位に限る｡ 

キ 業務実施にあたっては関係各所と十分協議しながら事業を進めるものとする｡ 

ク 本要項に定めの無い事項で疑義が生じた場合は､その都度協議するもの

とする｡ 

 

８ 質問の受付 

募集内容に関する質問を次のとおり受付します｡ 

(１)質問の受付 

令和 8 年 6 月 19 日(金)から 6月 29日(月)正午まで (土･日･祝日は除く) 

(２)質問の提出 

    当該公募に係る質問は､質疑書(様式第 7 号)により行うものとし､ 

｢４ 連絡先｣まで原則として､電子メールにより提出すること｡なお､送信後､ 

電話にて着信の確認を行うこと｡ 

(３)質問の内容 

    原則として､当該委託業務に係る条件や応募手続に関する事項に限る

ものとし､他の事業者からの提案書提出状況や積算に関する内容等は受

け付けない｡ 

(４)質問に対する回答 

原則として､電子メールにより回答する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

９ 審査の方法等 

(１)審査方法 

  発注者が別に設置する企画提案選定委員会(以下､｢選定委員会｣という｡)に

おいて､審査基準に基づき総合的に書類審査及び評価を行い､委託候補者を選

定する｡また､参加者が 1 者だった場合は､総合的に評価して委託候補者とし

ての適否を判断する｡ 

(２)審査基準 

 ○業務内容の理解度  配点：10点  

 ・事業の目的､趣旨を十分に踏まえた企画提案がなされているか｡ 

 ○提案内容の実効性  配点：55点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本業務の実施に必要な関係者とのネットワークを有しているか｡ 

・オンライン予約サイトは､事業目的の達成に十分なプログラム数が掲載できる

見込みであり､そのプログラムの内容は｢にし阿波｣への来訪意欲を高めるも

のとなっているか｡ 

・オンライン予約サイトの利用方法は､利用者にとって簡単で使いやすいものと

なっているか｡ 

・オンライン予約サイトの過去の販売実績やアクセス数､催行率などから､高い

集客効果が見込まれるか｡ 

・販売促進プロモーションの内容が､本キャンペーン事業の実施を広く周知広報

するものであり､新たな旅行者の獲得に効果的なものとなっているか｡ 

・地域の実情を含め､観光振興に関する十分な知見(実績､ノウハウ)を有し､ 

 魅力ある体験型観光プログラムを造成することができるか｡ 

 ○業務遂行の確実性  配点：15点      

 

 

・委託業務を確実に遂行できる組織体制となっているか｡ 

・業務実施スケジュールは適切か｡ 

 ○経費の妥当性    配点：20点      

 

 

・事業計画の内容と見積書の整合が図られており､妥当な見積となっているか｡ 

・見積金額が安価であるか｡ 

(３)次のいずれかに該当するときは､選定の対象から除外する｡ 

ア 上限額を超える見積金額での企画提案書の提出があったとき｡ 

イ 企画提案書の提出後に参加資格を満たさないことが判明したとき｡ 

ウ その他､委託先とすることが著しく不適当と認められる事実が判明したとき｡ 

(４)審査結果の通知 

  審査結果は全ての提案者に対し､文書により通知するとともに､委託候補者を 

徳島県ホームページにて公表する｡ただし､審査の経緯については公表しない｡ 

(５)審査の結果､適切な事業者がいない場合は､委託候補者なしとした上で 

再募集を行う｡ 



 

10 スケジュール 

 募集開始  令和 8 年 6 月 19 日(金) 

 質問受付期間 令和 8 年 6 月 19日(金)～6月 29 日(月)正午 

 参加申込書の提出期限 令和 8 年 6 月 29日(月)正午 

 企画提案書等の提出期限 令和 8 年 7 月 3日(金)正午 

 選定委員会(予定) 令和 8 年 7 月 9日(木) 

 審査結果通知(予定) 令和 8 年 7 月 13日(月) 

※選定委員会での審査状況により､審査結果通知の日程が前後する可能性がある。 

 

11 参加辞退 

  参加申込書の提出後､都合により参加を辞退する場合は､６の(２)に示す提

出期限までに､応募辞退届(様式第 8 号)を提出すること｡なお､辞退の届出は

持参又は郵送(特定記録で期限内必着)によること｡ 

 

12 契約の締結 

 (１)選定委員会が選定した提案者を委託候補者とし､当該業務に係る随意契

約の契約予定者とする｡ 

 (２)委託候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき､又は協議が整わな

かったときは､その選定を取り消すとともに､選定委員会において次点とな

った者を委託候補者とし､契約内容についての協議等を行った上で､契約を

締結するものとする｡ 

 (３)別添｢仕様書｣は､当該業務の最低水準を示すものである｡したがって､ 

委託候補者の企画提案内容によっては､締結する契約書に添付する仕様書

について､発注者と委託候補者との協議等の結果に基づき､業務の内容が追

加され､又は修正される場合がある｡ 

 (４)契約内容の詳細については､企画提案の内容を基本として､発注者と契約

予定者が協議を行い決定する｡ 

 


